
人権情報センターのイベント情報 
（米子市役所第 2 庁舎 1 階）開館：午前 8 時～午後６時（土・日・祝日を除く） 

 

 

ハンセン病パネル展は、過去にハンセン病を患われた方々がこれまでにたどってこられた苦難の歴

史や暮らしぶりを広くみなさまに知っていただきたいと思い、開催するものです。ハンセン病には、

病気に対する誤解とそれに基づく偏見が現在も残っています。ハンセン病の患者・過去にハンセン病

を患った方々が社会に暖かく迎えられ、安心して生活できるよう、ハンセン病に対するみなさまの正

しいご理解をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２０３号 201８（平成３０）年 

 

米子市人権情報センター 

◯ひ◯ゅ◯ー◯ま◯ん◯ら ◯い◯つ  

「誰でも人権アカデミー」はどなたでもご参加いただけます。お気軽にご参加ください。 

米子市人権情報センター（℡37-3183 fax37-3184）まで申込みをお願いします。 

 

 

鳥取県では、県民一人ひとりが同和問題を正しく理解し、認識を深めるために「同和対策事業特別

措置法」が施行された昭和４４年７月１０日を記念して、翌年より７月１０日から８月９日を部落解

放月間と定めました。 

私たちは、生まれながらにして誰もが幸せに生きる権利を持っています。人が人を差別し、幸せに

なる権利を奪うことは決して許されることではありません。 

第１回 

講師：遠藤 信彦 さん（里親支援とっとり） 

テ ーマ：「里親制度をご存知ですか？」 

日時：平成３０年７月４日（水）午後 7時～9時 

定員：40名 場所：米子市人権情報センター 

内容： 里親ってどういうひと？里親による養育体験 

談、児童虐待や社会的養護の現状と課題、里親 

制度の有用性などをお話いただきます。 

第２回 

講師：村岡 信寿 さん（鳥取盲ろう者友の会） 

テ ー マ：「知ってください 盲ろうのこと」 

日時：平成３０年７月２５日（水）午後 2時～4時 

定員：40名 場所：米子市人権情報センター 

内容： 盲ろう者とは、目と耳の両方に障がいのある人 

のことを言います。盲ろう者の方と実際にコミュ 

ニケーションしてみましょう。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

期  日 平成 30年 7月 1日（日） 

開 始 式 午前 10時～10 時 15分 

     米子市役所本庁舎前庭 ※雨天の場合、本庁舎 4階 401会議室 

パレード 午前 10時 30 分～ 

     米子市役所本庁舎→米子市公会堂（現地解散）※雨天の場合中止 

街頭啓発 午前 12時～ ※パレード中止の場合、午前 11時～ 

     米子高島屋、米子しんまち天満屋、ホープタウン、イオン駅前店 

     各店舗 1階出入口付近 

 

《主催》第６８回“社会を明るくする運動”米子市推進委員会 

《お問合せ》米子市人権政策課 TEL:23-5415 FAX:37-3184 

 

第 68回“社会を明るくする運動” 

～犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ～ 

米子市人権情報センター   〒683-8686 米子市東町 161－2   

TEL 0859-37-3183 FAX 0859-37-3184 

E-mail humanr@ruby.ocn.ne.jp 

URL：http://www.city.yonago.lg.jp/jinken/ 

新しいＤＶＤ入荷！ 人権啓発ドラマ「ここから歩き始める」（３４分） 

「認知症を共に生きる」をテーマに、高齢者が人間として誇りを持って生きていく上で大切なことについて、

家族や地域の視点を通して考えるきっかけになるドラマです。 
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